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月
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一

六
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号

内
閣
衆
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一
九
三
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六
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号

平
成
二
十
九
年
四
月
四
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
私
人
で
あ
る
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
の
意
向
を
忖
度
し
て
働
く
国
家
公
務
員
の
行
為
の
意
味
に

関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
私
人
で
あ
る
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
の
意
向
を
忖
度
し
て
働
く
国
家
公
務
員
の
行
為
の
意

味
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
三
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
の
夫
人
が
内
閣
総
理
大
臣
の
公
務
の
遂
行
を
補
助
す
る
こ
と
（
以
下
「
総
理
公

務
補
助
」
と
い
う
。
）
を
支
援
す
る
職
員
は
、
総
理
公
務
補
助
を
支
援
す
べ
き
旨
の
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
百
二
十
号
）
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
職
務
命
令
を
受
け
て
い
る
が
、
自
ら
に
問
合
せ
の
あ
っ
た
当
該
職
務

命
令
を
受
け
て
い
る
職
務
に
関
係
し
な
い
照
会
に
つ
い
て
、
財
務
省
に
問
合
せ
を
し
て
、
そ
の
結
果
を
照
会
者
に
対
し
て
情

報
提
供
を
し
た
こ
と
は
、
公
務
員
と
し
て
丁
寧
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
該
職
員
の
職
務
と
し
て
行
っ
た
も
の
で
は

な
い
。

し
た
が
っ
て
、
御
指
摘
の
「
送
ら
れ
た
フ
ァ
ッ
ク
ス
の
文
書
」
は
、
当
該
職
員
が
、
職
務
上
作
成
し
た
も
の
で
は
な
く
、

ま
た
、
組
織
的
に
用
い
る
も
の
と
し
て
保
有
し
て
い
た
も
の
で
も
な
い
こ
と
か
ら
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
等
に
規
定
す
る
行
政
文
書
に
該
当
し
な
い
。

二
、
五
及
び
六
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
報
告
」
は
、
国
有
財
産
に
関
す
る
問
合
せ
に
対
す
る
一
般
的
な
内
容
の
回
答
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
国
家
公
務
員
法
第
百
条
第
一
項
に
規
定
す
る
守
秘
義
務
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

二


